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(3)第12条の2第1項に規定する規則®改正に関し意

見を述べること。

第23条第3項中「5人」を「9人」に改め・同条第4

項中「えて」を「得て」に改め・同条第S項を次のよう

[こ改める〇

S市長は，委員会に苦1#処理部会その他必要な部会を

KくことができるQ

第24条中「第12条第1項」の次に「，第13条の2第2

項」を加える。

第妨条に次の1項を加える〇

4市長は。前項の規定により公表£:・ようとするときは，
あらかじめ，同項の事業者に#見を述べる檄会を与え

るものとする。

第26条に次の1頂を加える。

3前条第4項の規定は，.一の規定による公表につい

て準用する。

第6章の次に次の1章を加える。

第6童の2市&へ©申出

¢市長への申出）

第2 9条の2市民は，この条例に定める市若し くは市

畏の措ftがとられていないこと又は不適IEな事業行為

等その他こ¢>条例に連反する事業行為により，広く市

民の消史生活に支障が生じるおそれがあると認めると

きは，規則で定めるところにより・市長にそめ旨を申

し出ることができる。

2市長は，船Sの規定による申出の内容が事実である

と認めるときは，必要に応じて，こ®条例に基づく措

置をとるものとする。

3市畏は，必要に応じて・第1項¢規定による申出の

内容及び処垣の経過に関する情報を公表するLのとす

 るa

附則

(施行期日）

Iこの条例は，平成13年4月1日から施行する。ただ

し第23条第3項の改正規定&び附則第3項©規定は

市長が定める日から，次項®規定は公布の日から施行

する。

ぐ径く措S)

2第23条第3項の改正規定の施行に伴い新たに委嘱さ

れることとなる委員については，同条第*!頂に規定す

る委員の委Rのために必要な行為は，同条第3項の改

正規定の施行の日前においても行うことができる0

3第23条第3項の改正規定®施行に伴い新たに委嘱さ

れる委員の任期は・同条第5項の規定にかかわらず，

平成15^3月31日までとする。

川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に開する条例の一

部を改正する条例をここに公布する〇

平成13^3月29日

川時市畏高橋 消

 川4市触第β号

川時市庚素物の処理及び再生利用等に関す

る条例の一̂を改正する条例

川時市廃棄物の腿及び再$利用等に開する条例（平

成4年川崎市条例第51号）の一S6を次のように改正する0

第5条第3項中「再生資源の利用の促進にる法律」

を「資源の有効な利用の促進に開する法律」に・「第2

条第t項」を「第2条第4項」に改める。

第s条第1項中「定め」の次にr.遅瀞なく」を加え・

同条第2項を次のように改める〇

2市は，一般廃棄物処理計画を変更したときは，遅浦

なぐこれを告示するもとする¢

第19条の見出しを「<戰|系一般廃棄物多量排出事藥

者等)」に改め・同条第1項及び第3項中「多量排出事

業者」を「事業系一般廃棄物多量排出事業者」に，「準

多*^出事業者」を「事業系一般廃棄物一量排出事業

者」に改め・同条第4項中「多量排出輯者」を「事業

系一殺廃棄物多量排出事業者」に改める。

附則

この条炉|は・平成13年4月1gから施行する。

川崎市公害防止等生M境の保全に関ずる条例の一部

を改正する条例をここに公布する。

平成1眸3月29日

川崎市長高禰 清

川崎市条例第7号

川崎市公害防止等生活環境の保全に開する

条例の一部を改正する条例

川崎市公害防止等生活環境の保全に鬨する条例（平成

II年川椅市条例第50号）の一®を次のように改正する。

目次中「第64条」を「第64条の6」に改める。

第25条第2項中「又は合併が」をr.合併又は分割

(当核許可に係る指定事業所の全部を承継させるものに

限る。）が」に，「又は合併後」を「，合併後」に改め，

「段立した法人」の次に[・又は分割により当該許可に係

る指定事業所の全部を承継した法人」を加える。

第64条®見出し中「炊食店営業等」を「飲食店営業」

に改め，同条第1項中「その他規則で定める営業（以下

「飲食店営業等」という。)」を削り，「飲食店営業等」を

「飲食店&業」に改め・「をいう」の次にr〇以下この条

において同じ」を加え，同条第2項及び第3項中「飲食

店営業等」を「炊食店當業」に改め，第6章第5節中同

条の次に次の5条を加える。

(大型 <1痛ISにおける夜間小売粟に係る届出）

第6 4条の2店鋪面番（大規模小売店M立地法（平成

10年法律飾1号）第2条第1項に規定する店舗面積を

賦
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いう。以下同じ。）が500平方メートルを超える一の

店鋪（以下「大型小売店」という。）においてt夜間

小売業¢夜聞における魂業（飲食店藥を險くものと

し，物品加工#^を含む〇)をいう。以下同じ。）を

営もうとする者は，当瞼夜間小売業を開始する日の30

日前までに|次に掲げる事項について市長に届け出な

ければならない。ただし，大規襖小売店舗〔同条第2

項に規定する大規模小売店輔をいう。以下同じ。〉に

おいて，夜間小売集を営もうとすると§は，こ®限り

でない。

⑴氏名又は名称及ぴ住所並びに法人にあっては.そ

の代表者の氏名

(2)大型小売店の名称及び所在地

¢3)夜間小亮奥を開始する日

⑷大型小亮店の店舗面積

[5)大型小売店¢開店及び閉店®時刻

¢6>大型小売店における夜聞小売業に係る外部騒音

(当咳夜聞小売業が誘因となって発生する当該夜間

小売樂に係る大型/J或店の外部における人声，自助

車の発着音・自助車®扉の開閉音等をいう。以下伺

じD)による公害の坊止®方法に関する計画

17)その他規則で定める事項

2前項の規定による届出をした者は，当該届出に係る

同項第3号から第7号までに掲げる事項の変更（同項

第4号に掲げる事項の変更にあっては当該変更により

大型小売店の店舗面積の増加となる場台に限り，同項

第5号に掲げる事項の変更にあっては当該変更により

夜間小売業®営業時間の延長となる場台に限る。）を

しようとするときは，その変更の日の30日前までに，

その旨を市長に届け出なければならない。ただし，当

該変更により大規模小売店舗において夜間小売業を営

むこととなるときは・この限りでない。

3第1項の規定による届出をした者は.当該届出に係

る同項第1号，第2号，第4号又は第5号に掲げる事

項の変更（同項第*|号に掲げる事項¢>変更にあっては

当該変更により大型小売店の店舗面積の増加となる場

合を除き，同項第5号に掲げる事項の変更にあっては

当該変更により夜間小亮粟の営策時間の延長となる場

合を除く 〇)をしたときは，その日から起算して30日

以内に・その旨を市長に届け出なければならない。た

だし，当該変更により大型小売店におけ¢夜間小売業

に該当しなくなるときはナこ¢限りでない。

4第1項の規定による届出をした者は，当該居出に係

る夜間小売業を廃止したとき，大型小売店における夜

間/j凌業に該当しなくなったとき又は大規模小売店鋪

において夜間小売梁を官むこととなったときは，その

日から起算して303以内に・その旨を市畏に届け出な

ければならない0

¢大型小売店における夜間小?球の届出に係る制|薄）

第6 4条の3市畏は・前条第！項又は第2項の規定に

よる届出をした者に対し・当核届出に係る大型小充店

における夜間小泡|¢に係る外部舫による公番の防止

について、必要な指導及ぴ助言を行うことができる。

〔大型小売店における夜剛滴業に係る承解）

第6 4条の4第64条の2第1項の規定による届出をし

た者から当該届出に係る大型收£店における夜RE小売

業の全部を譲り受けた者は・当核メ溫小売店における

夜間小売業に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2第64条®2第1項の規定*こよる届出をした者につい

て相挽，合併又は分割（当核届出に係る大型小売店に

おける夜間小売業の全部を承継させるものに限る。）

があったときは，相棟人，合#後存挟する法人若しく

は合#により段立した法人又は分割により当該大型小

亮店における夜間小売業®全部を承堆した法人は・当

該届出をした者の地位を承継する。

3前2項の規定により第64条の2第1項の規定による

届出をした者の地位を承継した者は.その承樺があっ

た日から起算して30日以内に，その旨を市長に届け出

なければならない。

(大型小売店における夜間小盡®に係る外部騒音の防

 止）

第6 4条の5大型小売店において夜間小売業を営む者

は，当該夜間小売業に係る外部&音による公害が生ず

ることがないように努めなければならない0

2市長は，大型小売店において夜間猫を営む者が・

夜間小売策を営んでいることにより・その夜間小売業

に係る外部_により公害が生じていると認めるとき

は，当該夜間小売粟を営む者に対しfその営業時間の

変更その他必要な措置を購ずべきことを勧告すること

ができる。

3市長£ま，前項の規定による勧告を受けた者が当該勧

告に従わないで棚小売店において夜聞小売業を営ん

でいるときは，当該夜間小売業を営む者に対し，その

営業時間®変更その他必要な措|・を講ずべきことを命

ずることができる。

(大型小売店にteける夜聞小売樂に係る外部®音の防

止への協力）

第5 4条の6大型小売店において夜間小売業を営む者

と取引その他の関係を有する者は，当拔大型小売店に

おける夜間d凌業に係る外部J®音の防止に関する取組

に協力しなければならない。

第84条第1項中「又は合併」をr,台併又は分割」に

改める。

第105条中「第13条第3項」を「第13条第4項」に改

める0

第119条の見出し中「合併jays浄化槽」を「浄化相」

-391-



(第1.336号）平成1婢4月10日 川 崎 市 公報

に改め，同条中「合併処理浄化槽」をWtttlJに改め.

「のうち・し尿と併せて雜排水を処理する浄化槽」を削

り，「の股醒に努める」を「を股fEする」に，「の連正与

処理に努めなければならない」を「を適正に処埋しなけ

ればならない」に改める。

第132条中「第64条第3項」の次に「，第64条® 5第

3項」を加える。

第134条第1号中「第58条第1項」の次にr,第64条

の2第I項若しくは第2萌Jを加えるン

第135条第1号中「第58条第3項」の次にr.飾條

の2第3項若しくは第4現第64条や4第3一項」を加え

 る。

附則

(施行期日）

1こ®条例は.平成13年4月1日から施行する。

(翻措置）

2この条例の施行の際現に店舗面積（大規模小売店舗

立地法（乎成1〇年法律第91号）第2条第1項に規定す

る店舗面積をいう〇)が500平方メ ートルを超える一

の店舗（以下「大型小売店」という。）において・夜

間小売業（午後11時から翌Eの午前6時までの間にお

ける小売業（炊食店業を除くものとし，物品加工修理

業を含む。）をいう。以下同じ。）を営んでい5者は.

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から

超算して3月以内に・改正後の条例（以下「新条例」

という。）第64条の2第1項各号!::掲げる事項にっい

て市長に届け出なければならない。ただし・允現模小

売店舗（同法第2条第2項に規定する大規模小売店舗

をいう。）において夜間小売業を営んでいるときは卜

この限りでない&

3前項の規定による届出は，新条例第64条の2第2項

から第4項まで・第64条の3及び第64条の4の規定の

適用にっいては，新条例第54条の2第1項®規定によ

る届出とみなす。

4附則第2項の規定によ$届出をせず・又は虚偽の届

出をした者は，20万円以下の罰金に処する。

5法人の代表者又は法人若しくは人©代理人，使用人

その他の従業者が，そ®法人又は人の業務に関し，前

項®違反行為をしたときは・行為者を罰するほか，そ

の法人又は人に対して同項®莉金刑を科する0

6施行日から起算して30日を経過する日までに:大型小

売JSにおいて夜間<1涜業を営fcうとする者に関する新

套例第64条の2第1項の規定の適用[こっいては，同項

中「当該夜間小売業を開始する9の30日前までに」と

£bるのは，「あらかじめ」とする0

7施行日前に改正前の条例（以下「旧条例」という。）

第64条第1項に規定す5規則で定める営業を営む者に

対し，同条第2項の規定によりされた勧告は新条例第

64条の5第2項の規定によりされた勧告と.旧条例第

64条第3項の規定によりされた命令は新条例第gの

5第3項の規定によりされた命令とみなす。

川崎市授産場条例の一部を改IEする条例をここに公布

する。

平成13年3月29日

川椅市畏高播 摘

 川崎市条例第β号

川崎布授産場条例の—'^を改正する条例

川崎市授産場条例（昭和3眸川崎市条例第13号）の一

部を次¢ように改正する0

題名を次のように改める〇

川椅市授産施設条例

第1条中「川崎市授産場」を「社会福祉法（昭和郎年

法律第45号）第2条第2項第7号に規定する授産施段」

に改める。

第2条中「生計困難な者・老人・知的障害者及び身体

陣W者で授産を希望する者に対し，授産に必要な知識及

び技術を授け」を「知的障害者，身体障害者，生計困難

な者及び老人に対して，技能の修得又は就労のために必

要な機会及ぴ便宜を提供し，その自立を助畏することに

より」に，「授産場を」を「授産施設を」に改め，同条

の表中

r

川埼帝大師授産場

川崎市大島授産場

川崎市中央授産場

川崎市中原授産場

川崎市高津控産堪

を
r

川崎市わ一くす大師

川崎市わ一‘<す大島

 川崎市わ一くすβ進町

川崎市わ~くす中原

川崎市わ一くす高津

に改める。

第3条の見出しを「(作業種目）」に改め，同条中「授

産場」を「授産施投」に・「行なう」を「行う」に改め

 る。

第4条を次のように改める。

¢利用の承認）

第4条授産施設を利用しようとする者は・規則で定め

るところにより申し込み，市畏の承認を受けなければ

ならない¢

第5条の見出しを「(利用の承認の取消し等)」に改め.

同条中「授産場を利用する者」を「市長は・前条の規定
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